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MID-NET®の利便性向上に向けた更なる取組について（お知らせ５） 

標記について，令和 7 年 11 月 4 日付けにて（独）医薬品医療機器総合機構 
医療情報科学部より通知がありました。 
つきましては，本件につき貴会会員に周知徹底いただきたく，ご配慮の程よ

ろしくお願い申しあげます。 
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ＭＩＤ－ＮＥＴ®の利便性向上に向けた更なる取組について（お知らせ５） 

 

平素より、ＭＩＤ－ＮＥＴ®の利活用をご検討いただき、厚く御礼申し上げま

す。 

医療情報科学部では、これまでのＭＩＤ－ＮＥＴ®の運営経験並びにＭＩＤ－

ＮＥＴ®を利活用中の方及び利活用検討中の方との意見交換の内容を踏まえ、Ｍ

ＩＤ－ＮＥＴ®の利便性向上に向けたさまざまな取組を実施しています。 

今般、ＭＩＤ－ＮＥＴ®の利便性向上に向けた更なる取組として、下記の取組

を実施することにいたしました。貴会会員の皆様に対しご周知いただきますよ

う宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１. ＭＩＤ－ＮＥＴ®の利活用に関する手続の見直しについて 

利活用者等からのご意見を踏まえ、各種運用方法を見直したうえで、次の文書

を改定し、本日付けで発出いたしました。 

（１） 「ＭＩＤ－ＮＥＴの利活用に関するガイドラインの策定について」の一

部改正について 

（２） 「ＭＩＤ－ＮＥＴの利活用に係る申出等の事務処理手続の取扱いについ

て」の一部改正について 

 

＜主な改定点＞ 

 「利活用契約者」の用語定義削除に伴う整備 

 利活用期間延長に関する取り扱いの見直し 

  

 ＵＲＬ： https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0016.html  

 

 

２. 「ＭＩＤ－ＮＥＴ®に関するよくあるご質問」の見直しについて 

https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0016.html


ＭＩＤ－ＮＥＴ®のウェブサイトに掲載している「ＭＩＤ－ＮＥＴ®に関するよ

くあるご質問」について、これまでに利活用者等から寄せられた質問を踏まえ、

大幅な見直しを行いました。新たな資料では、従前のＱＡ形式の内容に加え、利

活用者等から特に問い合わせが多い事項として、ＭＩＤ－ＮＥＴ®の各種規程の

補足や、利活用に関する手続の留意事項をまとめております。下記のＭＩＤ－Ｎ

ＥＴ®のウェブサイトに掲載していますのでご確認ください。 

 

ＵＲＬ：https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0002.html 

 

 

３. ＭＩＤ－ＮＥＴ®の操作体験について 

ＭＩＤ－ＮＥＴ®の操作体験については、秘密保持契約締結済みの法人向けの

企画として体験会を東京又は大阪で開催しています。今後は、秘密保持契約を未

締結の法人であっても、適宜体験の場を設けさせていただきますので、ＭＩＤ－

ＮＥＴ問合せ窓口までご相談ください。 

なお、体験会の開催に伴い、ＭＩＤ－ＮＥＴ®の操作方法の習得等を目的とし

たテスト用データベースの利用については終了いたします。 

 

 

４. 秘密保持契約を締結した法人向けのサポートについて 

詳細情報提供等依頼書に基づく秘密保持契約を締結した法人の方々が調査計

画の検討するのを早期よりサポートできるよう対応を強化しています。今年度

は、次のような企画等に重点的に取り組んでいます。 

（１） ユーザ会等の開催について 

ＭＩＤ－ＮＥＴ®への理解を深める場として、「ＭＩＤ－ＮＥＴ®ユーザ会」

及び「ＭＩＤ－ＮＥＴ利活用者向け詳細情報に関する説明会」を開催して

おります。引き続き同様の企画を開催する予定で、詳細につきましては、

該当する法人の連絡担当者の方へご案内いたします。参加経験のない方に

もお声がけのうえ是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。 

（２） 調査計画に応じた集計情報の提供について 

ＭＩＤ－ＮＥＴ®の利用可能性を検討するための情報として、集計情報

を無料で提供しております。また、利活用者からの要望を踏まえ、令和６

年７月からは、承認申請前の段階における調査計画の立案に必要な集計

情報も可能な範囲で提供を開始いたしました。これまでの提供依頼経験

を踏まえ、短期間で効率的に提供できるスキームを確立していきますの

でお気軽にＭＩＤ－ＮＥＴ問合せ窓口までご連絡ください。 

 

https://www.pmda.go.jp/safety/mid-net/0002.html


詳細情報提供等依頼書は、特定の開発品目に紐づいて提出いただくものでは

なく、１回の手続で同一法人の複数品目に対応可能となります。また、秘密保持

契約締結までの手続きも簡便化しております。秘密保持契約を未締結の方でご

興味のある方がいらっしゃいましたら、まずは詳細情報提供等依頼書をＭＩＤ

－ＮＥＴ問合せ窓口までご提出ください。 

 

 

５. ＭＩＤ－ＮＥＴ®Ｕｐｄａｔｅ2025（仮称）の開催について 

データベース調査の実施を検討されている方及び実施中の方を対象に、ＭＩ

Ｄ－ＮＥＴ®Ｕｐｄａｔｅ2025（仮称）を令和８年２月に開催予定です。詳細に

つきましては、改めてお知らせいたします。 

 

 

上記１.～５.につきまして、ご不明な点等ございましたら、下記のＭＩＤ－Ｎ

ＥＴ問合せ窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

医療情報科学部 ＭＩＤ－ＮＥＴ問合せ窓口 

電子メールアドレス：wakaru-midnet［at］pmda.go.jp（迷惑メール防止対策

をしているため、［at］を半角のアットマークに置き換えてください。） 

電話番号（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）：03-3506-9473 

 

以上 
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